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はじめに                   

このマニュアルは、地域が緊急避難場所の自主開設を円滑に行うため、開設・運営に

関する手順や要領をまとめたものです。 

災害発生時には、その災害の種別に応じて、危険な場所にいる人の避難が必要となり

ます。 

福山市では、災害発生のおそれがある場合に緊急避難場所を開設しますが、その対応

には限りがあります。 

このため、地域でも必要に応じて緊急避難場所を自主開設していただき、緊急避難場

所の確保に御協力いただくようお願いします。 

また、この手引きでは、各地域に共通する基本的な事項を記載していますので、その

他、地域の実情に応じて必要な対応を追加していただき、いざという時に緊急避難場所

の自主開設・運営がより円滑に実施できるよう、事前の準備をお願いします。 

なお、本市においても自主開設された緊急避難場所との連絡体制を構築し、可能な支

援に努めたいと考えていますので、緊急避難場所を自主開設された場合には、ホットラ

インにより市へ開設連絡をしていただくようお願いします。 
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1 基本事項の確認               

■緊急避難場所と避難所 

名称 定義 環境 持参が必要なもの 

緊急避難
場所 

切迫した災害の危
険から命を守るた
めに緊急一時的に
避難する場所 

基本的に食糧
等の提供はな
い 

・非常時持出品 
食糧、飲料水、衣類、毛布、ラジオ、貴重
品、携帯用トイレ、その他必要なもの（粉
ミルク、哺乳瓶、服薬中の薬等） 

避難所 

災害により住宅を
失った方が、一定
期間、避難生活を
する場所 

食糧、毛布な
どは市が用意
する。（備蓄・
応援物資） 

家族の状況に応じて必要なものは各自持参 
 
・幼児がいる場合は、おむつ、おしりふき、
粉ミルク、哺乳瓶等 

・高齢者がいる場合は、常備薬、服薬中の薬、
老眼鏡、入れ歯、介護用品（杖など）、等 

■緊急避難場所への避難が必要な人の考え方 

「●●学区・地区に発令」とされた場合、その学区・地区にいるすべての方の避難

が必要なわけではありません。避難が必要なのは、災害ごとに危険な場所にいる方

です。 

土砂災害の場合                              

避難情報(警戒レベル)が発令されたエリアで、土砂災害警戒区域や、がけの近く、谷

の出口など土砂災害のおそれがある場所にいる人 

 自宅等が土砂災害警戒区域内に入っているかを事前に確認！ 

（土砂災害警戒区域は、水害ハザードマップやホームページで確認してください。） 

洪水の場合                                

避難情報(警戒レベル)が発令されたエリアで、対象となる河川の洪水浸水想定区域内

で、浸水する深さなどから考えて、危険な場所にいる人 

 自宅等がどの河川の浸水想定区域に入っているかを事前に確認！ 

（各河川の浸水想定区域は、水害ハザードマップやホームページで確認してください。） 

地震の場合                                

 事前に避難情報（警戒レベル）を発令することが困難なため、地震が発生したら、

自主的に地震緊急避難場所へ避難する！ 

津波の場合                                

避難情報(警戒レベル)が発令されたエリアで、津波浸水想定区域内で、浸水する深さ

などから考えて、危険な場所にいる人 

 自宅等が津波浸水想定区域に入っているかを事前に確認！ 

（津波浸水想定区域は、津波ハザードマップや市のホームページで確認してください。） 
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■【参考】避難行動判定フロー（内閣府）
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■警戒レベルと避難行動 

警戒レベル 1 は、「災害への心構えを高める」                     

「警戒レベル１」は、災害発生の危険性はまだ低い段階ですが、最新の防災気象情

報などに留意するなど、災害への心構えを高めてください。 

 

警戒レベル 2 は、「ハザードマップなどで避難行動を確認」               

「警戒レベル 2（大雨注意報や洪水注意報など）」は、災害発生に対する注意が高ま

ってきた段階です。 

ハザードマップで災害の危険性のある区域や緊急避難場所、避難経路、避難のタイ

ミングの再確認など、避難に備えて自らの避難行動を確認しておきましょう。 

 

警戒レベル 3 は、「高齢者や要介護者等が避難」                    

警戒レベル 3「高齢者等避難」が発令された段階では、避難に時間がかかる高齢者

や障がいのある人、避難を支援する人などは安全な場所へ避難しましょう。また、そ

れ以外の人は、いつでも避難できるように準備をしましょう。 

 

警戒レベル 4 は、「対象地域住民の全員避難」                     

警戒レベル 4「避難指示」が発令された段階では、危険な場所にいる人は全員速や

かに避難してください。災害が発生するおそれが極めて高い状況等で、緊急避難場所

への立退き避難はかえって命に危険を及ぼしかねないと判断する場合には、近隣の安

全な場所への避難や建物内のより安全な部屋への移動等の緊急避難を行ってください。 

 

警戒レベル 5 は、「命を守るための最善の行動を」                  

警戒レベル 5「緊急安全確保」の段階では、すでに災害が発生している状況ですの

で、命を守る最善の行動をとってください。 
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警戒レベル 居住者等が取るべき行動 行動を居住者等に促す情報 備考 

５ 
●命の危険 直ちに安全確保 

・立退き避難することがかえって危険で

ある場合、緊急安全確保する。 

緊急安全確保 

市が発令 

～～～～～～～ ＜警戒レベル４までに必ず避難！＞ ～～～～～～～ 

４ 

●危険な場所から全員避難 

・危険な場所から全員避難（立退き避難

又は屋内安全確保）する。 

・洪水等、高潮及び津波のリスクがある

区域等においては、自宅・施設等の少

しでも浸水しにくい高い場所に緊急的

に移動したり、近隣の相対的に高く堅

牢な建物等に緊急的に移動する。 

・土砂災害のリスクがある区域等におい

ては、自宅・施設等の崖から少しでも

離れた部屋で待避したり、近隣の堅牢

な建物に緊急的に移動する。 

避難指示 

３ 

●危険な場所から高齢者等は避難 

・高齢者等の要配慮者は危険な場所から

避難（立退き避難又は屋内安全確保）

する。 

・高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤

等の外出を控えるなど普段の行動を見

合わせ始めたり、避難の準備をした

り、自主的に避難するタイミングであ

る。 

高齢者等避難 

２ 

●自らの避難行動を確認 

・ハザードマップ等により自宅・施設等

の災害リスク、指定緊急避難場所や避

難経路、避難のタイミング等を再確認

するとともに、避難情報の把握手段を

再確認・注意するなど、避難に備え自

らの避難行動を確認する。 

注意報（洪水、大雨、高潮） 

気象庁が

発表 

１ 
●災害への心構えを高める 

防災気象情報等の最新情報に注意する

等、災害への心構えを高める。 

早期注意情報 
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2-1 緊急避難場所の自主開設 ～土砂災害・洪水の場合～ 

■緊急避難場所開設の基本的な考え方 

○市が行う緊急避難場所開設の流れ 

【警戒レベル３】高齢者等避難の場合 

地域を限定して発令する場合 市内全域を対象として発令する場合 

発令された地域の 

学区・地区を基本に各 1 か所を開設 

 

※開設者 

【平日昼間】市職員 

【平日夜間・土日祝日】基幹緊急避難

場所早期開設者(在住行政職員･交流館

長・自主防災組織) ※うつみ市民交流

センターは市職員で開設 

１４か所を開設 

※台風の接近など、夜間に警報の発令が予

想される場合の例外的な対応(明るい時

間帯に発令) 

（まなびの館ローズコム、鞆交流館、赤坂交

流館、走島交流館、旭小学校、西部市民セン

ター、北部市民センター、東部市民センタ

ー、山野旧学校施設、かんなべ市民交流セン

ター、しんいち市民交流センター、常金丸交

流館・常金丸小学校、ぬまくま市民交流セン

ター、うつみ市民交流センター） 

※網掛けはペット可の緊急避難場所 

※「台風タイムライン」により、市全域(14 か所)を開設する場合は、土日祝日も市職員で開設 

 

【警戒レベル４】避難指示の場合 

地域を限定して発令する場合 市内全域を対象として発令する場合 

発令された地域の 

学区・地区を基本に各 1 か所を開設 

 

※開設者 

【平日昼間】市職員 

【平日夜間・土日祝日】基幹緊急避難

場所早期開設者(在住行政職員・交流館

長・自主防災組織) ※うつみ市民交流

センターは市職員で開設 

学区・地区を基本に各 1 か所を開設 

（９ページに記載の市内 7８か所を開設） 

※大雨を想定し、土砂災害・洪水のいずれ

にも対応できる緊急避難場所を開設 
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○自主開設をする場合の流れ ～土砂災害・洪水の場合～ 

 

 

 

 

①自主開設の必要性の検討 

・市の開設緊急避難場所だけで足りているか、地域でも自主開設が必要か、ということ

を検討します。 

・自主開設した場合の代表者（運営役員）を確保してください。 

②開設場所の確認と調整 

・自主開設しようとする施設が、予想される災害に対して安全な場所にあることを、ハ

ザードマップ等で確認します。 

・緊急避難場所として使用できるかどうか、施設の事前点検を行います。 

・公立小中学校を自主開設する場合は、教職員の勤務時間内は当該学校へ、それ以外の

時間帯については教育委員会（教育総務課 084-928-1108）へ、必ず事前に連絡し、

了承を得てください。 

・交流館を自主開設する場合は、原則、自主防災組織等から交流館長に開錠を依頼する

こととし、市が貸与した鍵は、交流館長が対応できない場合にのみ使用してください。 

③緊急避難場所の開設 

・自主開設したことを、地域住民へ連絡し、必要により避難誘導を実施します。 

・緊急避難場所を自主開設した場合は、市へ必ず連絡してください。その際、緊急避難

場所の代表者の連絡先等を確認させていただき、市と相互に連絡できる体制を作りま

す。緊急避難場所で物資など必要なものがあれば可能な範囲で対応します。 

【危機管理防災課】084-928-1228 

【災害対策(警戒)本部（ホットライン）】084-928-1154 

④緊急避難場所の運営 

・避難者が避難してきたら、参考資料③、参考資料④等を活用して、避難者の受付を行

います。 

・緊急避難場所の状況は、正時（毎時 0分）を目安に確認し、取りまとめておきます。  

②緊急避難

場所の確認

と調整 

①自主開設の 

必要性の検討 

④緊急避難

場所の運営 

③緊急避難

場所の自主

開設 
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■【参考】水害時に市が開設する緊急避難場所（基幹緊急避難場所）一覧表 

※地域を限定した警戒レベル 3の発令時や警戒レベル４の発令時 

№ 学区・地区(50 音順) 基幹緊急避難場所 № 学区・地区(50 音順) 基幹緊急避難場所 

1 赤坂 赤坂交流館 43 常金丸 常金丸交流館・常金丸小学校 

2 曙 曙小学校 44 津之郷 津之郷小学校 

3 旭 旭小学校 45 坪生 坪生小学校 

4 旭丘 旭丘小学校 46 手城 手城小学校 

5 網引 網引小学校 47 戸手 戸手小学校 

6 有磨 芦田中学校 48 鞆 鞆交流館 

7 泉 泉小学校 49 長浜 長浜小学校 

8 伊勢丘 東部市民センター 50 西(芦田川より東) 西小学校 

9 遺芳丘(今津) 遺芳丘小学校 51 西(芦田川より西) 明王台小学校 

10 遺芳丘(高西) 高西交流館高西コミュニティセンター  52 西深津 西深津小学校 

11 遺芳丘(東村) 東村旧学校施設 53 能登原 能登原旧学校施設 

12 内浦 うつみ市民交流センター 54 野々浜 野々浜小学校 

13 内海 うつみ市民交流センター 55 走島 走島交流館 

14 駅家 北部市民センター 56 服部 服部旧学校施設 

15 駅家西 駅家西小学校 57 東 東小学校 

16 駅家東 駅家北小学校 58 光(芦田川より東) 光小学校 

17 大谷台 東朋中学校 59 光(芦田川より西) 明王台小学校 

18 大津野 大津野小学校 60 引野 引野小学校 

19 春日 春日小学校 61 久松台 久松台小学校 

20 霞 霞小学校 62 日吉台 日吉台小学校 

21 金江 精華中学校 63 広瀬 広瀬交流館 

22 神村 神村小学校 64 深津 深津小学校 

23 加茂 加茂中学校 65 福相 福田交流館 

24 川口 川口小学校 66 藤江 藤江小学校 

25 川口東 川口東小学校 67 本郷 本郷小学校 

26 神辺 かんなべ市民交流センター 68 幕山 幕山交流館 

27 熊野 熊野小学校 69 松永 西部市民センター 

28 蔵王 蔵王小学校 70 道上 道上小学校 

29 桜丘 桜丘小学校 71 緑丘 緑丘小学校 

30 山南 山南交流館 72 南 まなびの館ローズコム 

31 樹徳 樹徳小学校 73 御野 御野小学校 

32 新市(芦田川より北) しんいち市民交流センター 74 箕島 テクノ工業団地事務所 

33 新市(芦田川より南) 福田交流館 75 水呑 向丘中学校 

34 新涯 新涯小学校 76 御幸 御幸小学校 

35 瀬戸 瀬戸小学校 77 明王台 明王台小学校 

36 千田 千田小学校 78 宜山(芦田川より北) 駅家南中学校 

37 高島 高島小学校 79 宜山(芦田川より南) 福田交流館 

38 竹尋 竹尋小学校 80 柳津 柳津小学校 

39 多治米 多治米小学校 81 山手 山手小学校 

40 千年 ぬまくま市民交流センター 82 山野 山野旧学校施設 

41 中条 中条小学校 83 湯田 湯田小学校 

42 常石 常石ともに学園 ※2026 年(令和 8年)5月時点 
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2-2 緊急避難場所の自主開設 ～地震・津波の場合～  

■緊急避難場所開設の基本的な考え方 

 

地震の場合                                

・地震緊急避難場所（地震から身を守ることができる広い場所）へ避難する。 

・屋外が基本となるため、開設の概念はない。 

・被害の状況により、安否確認などを実施する。 

・余震のおそれが低くなった後、住宅を失った人等は、市が開設する避難所へ避難する。 

 

 

津波の場合                                

・福山市へ津波警報などが発令された場合、本市は津波浸水想定区域を含む学区・地区

に対して、避難指示を発令します。 

・津波の場合、津波浸水想定区域外への避難が基本です。余震のおそれがあるため、津

波浸水区域外の緊急避難場所については、グラウンドなど屋外の広い場所としてくだ

さい。 

また、浸水想定区域内については、区域外への避難が困難な人が、避難建物（学校

の校舎など）へ避難していただくこととなりますが、市の職員が緊急避難場所へ行く

ことが困難な状況が想定されるため、地域による自主開設が必要となります。 

自主開設後は、市へ必ず連絡してください。その際、緊急避難場所責任者の連絡先

等を確認させていただき、市と相互に連絡できる体制を作ります。 

【危機管理防災課】084-928-1228 

【災害対策(警戒)本部（ホットライン）】084-928-1154 
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○自主開設をする場合の流れ ～津波の場合～ 

 

 

 

 

①自主開設の必要性の検討 

・津波浸水想定区域外への避難が基本ですが、津波浸水想定区域外への避難が困難な人

がいる地域では、緊急避難場所を自主開設してください。 

※津波浸水想定区域内は、危険な区域の中であるという認識を常に持ちましょう。 

・開設した場合の代表者（運営役員）を確保してください。（安否、負傷者の確認など） 

 

②開設場所の確認と調整 

・自主開設しようとする場所が、予想される浸水の深さから考えて安全な場所、十分な

高さがあるかなどを、ハザードマップ等で確認します。（基本的には、市指定の津波

緊急避難場所を開設） 

※一般的には、木造建物は２ｍの浸水で損壊し、４ｍの浸水で流出する可能性があり、

鉄筋コンクリート造は、５ｍ程度の浸水までは耐えられると言われています。 

・直前に発生した地震による影響を十分に考慮して、その建物が緊急避難場所として使

用できるかどうかの事前点検を可能な範囲で行います。 

・公立小中学校を自主開設する場合は、教職員の勤務時間内は当該学校へ、それ以外の

時間帯については教育委員会（教育総務課 084-928-1108）へ、必ず事前に連絡し、

了承を得てください。 

 

③緊急避難場所の開設 

・自主開設したことを、地域の住民へ連絡し、必要により避難誘導を実施します。 

※この場合、避難者の津波浸水想定区域外への避難を妨げないよう注意します。 

・緊急避難場所を自主開設した場合は、市へ必ず連絡してください。 

 

④緊急避難場所の運営 

・避難者が避難してきたら、参考資料③、参考資料④等を活用して、避難者の受付を行

います。 

・緊急避難場所の状況は、正時（毎時 0分）を目安に確認し、取りまとめておきます。 

  

①自主開設の 

必要性の検討 

②緊急避難

場所の確認

と調整 

③緊急避難

場所の自主

開設 

④緊急避難

場所の運営 
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■【参考】津波浸水想定区域を含む学区・地区一覧表 

№ 学区・地区 № 学区・地区 

1 東 22 引野 

2 西 23 蔵王 

3 南 24 大津野 

4 霞 25 春日 

5 川口 26 緑丘 

6 手城 27 長浜 

7 深津 28 野々浜 

8 樹徳 29 日吉台 

9 旭 30 神村 

10 光 31 今津 

11 水呑 32 高西 

12 箕島 33 松永 

13 高島 34 柳津 

14 鞆 35 金江 

15 走島 36 藤江 

16 曙 37 横島 

17 多治米 38 田島西部 

18 桜丘 39 田島東部 

19 西深津 40 千年 

20 新涯 41 常石 

21 川口東 42 能登原 
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3 自主開設に当たって ～共通編～             

■開設に当たって気をつけること 

➢ 開設する場所が、発生している災害の危険区域の中ではないか。 

➢ 開設する施設に損傷がないか。 

➢ 開設する施設に十分なスペースがあるか。 

➢ 開設する施設のライフライン（電気・上下水道）は通じているか。 

➢ 運営に当たって必要なもの（書類、筆記用具、スマートフォン、充電器など）は準

備できているか。 

➢ 自主開設したことを周辺住民にどのように伝えるか。 

 

■運営に当たって気をつけること 

➢ 避難者同士が協力し、できることは自分で行います。 

➢ 重要なことは、みんなで話し合って決めます。 

➢ 常に公平性に配慮して運営します。 

➢ 男女双方の意見を反映するため、運営役員がいずれかの性別に偏らないようにしま

す。また、更衣室、授乳スペース、おむつ交換スペースなどを設置することも検討

します。 

➢ 高齢者や障がい者など、配慮が必要な人には、個別に対応します。 

➢ 緊急避難場所にペットを連れてきた場合は、屋外での飼育を基本とし、飼い主が責

任を持って飼育します。 

➢ 季節ごとで次の事項に気をつけましょう。 

○夏・・・食中毒、熱中症 

○冬・・・室温の低下、換気（暖房器具の不完全燃焼、感染症予防） 

➢ 定期的に市への状況連絡や情報交換をお願いします。 
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4 参考資料                  

参考資料① 学区・地区自主開設マニュアル（ひな形） 

参考資料② 緊急避難場所の開設前の建物チェックリスト 

参考資料③ 避難者受付表（個人記入用） 

参考資料④ 避難者名簿一覧表（運営保管用） 

参考資料⑤ 市への状況報告メモ 
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■学区（地区）自主開設マニュアル（ひな形）参考資料① 

学区・地区自主開設マニュアル 

学区・地区名  

対象となる 

災害 
 

緊急避難場所 

（施設名） 
 

開設する 

タイミング 
 

開錠方法 

【判断者】 【連絡方法】 【開錠者(複数)】 

自主開設の 

周知方法 
 

代表者(責任者)  

裏面あり 
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緊急避難場所レイアウト 

 

利用可能な設備の設置場所・使用方法（給水、空調、ストーブ、備蓄など） 

 

施設利用上の留意事項 
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■緊急避難場所の開設前の建物チェックリスト参考資料② 

緊急避難場所の開設前の建物チェックリスト 

緊急避難場所名称  

点検日時  点検者  

 

項目 確認内容 結果 備考 

建物 

窓ガラスは割れていないか 
はい 

いいえ 

 

壁に大きなひびはないか 
はい 

いいえ 

 

傾いていないか 
はい 

いいえ 

 

ガスが漏れていないか 
はい 

いいえ 

 

スペース 

使用できる部屋はあるか 
はい 

いいえ 

 

収容物は壊れていないか 
はい 

いいえ 

 

ライフ 

ライン 

電気が使えるか 
はい 

いいえ 

 

水道が使えるか 
はい 

いいえ 

 

トイレが使えるか 
はい 

いいえ 

 

 

すべてをチェックしましたか 
はい 

いいえ 

 

※自主開設をする場合は、市へ必ず連絡してください。 

※地震や津波の緊急避難場所は屋外（広い場所）や津波浸水想定区域外への避難が基本

です（10 ページ参照）。 

 

【危機管理防災課】084-928-1228 

【災害対策(警戒)本部（ホットライン）】084-928-1154  
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■避難者受付表（個人記入用）参考資料③ 

避難者受付表 

※太枠内
ふとわくない

を記入
きにゅう

してください。              【受付番号：    】 

世帯代表者名
せたいだいひょうしゃめい

  電話番号
でんわばんごう

  

住 所
じゅうしょ

  

入所年月日
にゅうしょねんがっぴ

  所属町内
しょぞくちょうない

(自治
じ ち

)会
かい

  

避難
ひなん

したご家族
かぞく

の方
かた

を記入
きにゅう

してください。 

名前
なまえ

 年齢
ねんれい

 性別
せいべつ

 備考
びこう

（支援
しえん

の必要性
ひつようせい

など） 

  歳
さい

   

  歳   

  歳   

  歳   

  歳   

  歳   

問合
といあわ

せがあったとき、住 所
じゅうしょ

及
およ

び名前
なまえ

を公 表
こうひょう

しても

よいですか？ 
はい ・ いいえ 

（その他
た

） 

 

 

 

退所年月日
たいしょねんがっぴ

 年   月   日 連絡先
れんらくさき

  

行
い

き先
さき

住 所
じゅうしょ

 〒 

 

【避難者
ひなんしゃ

の方
かた

へ】 

・この名簿
めいぼ

は、緊急避難場所運営
きんきゅうひなんばしょうんえい

のために用
もち

いるものです。 

・記入内容
きにゅうないよう

に変更
へんこう

がある場合
ばあい

には、速
すみ

やかに申
もう

し出
で

てください。 

・名簿
めいぼ

を公 表
こうひょう

することによって、ご親族
しんぞく

の方
かた

等
とう

に安否
あんぴ

を知
し

らせることができます

が、プライバシーの問題
もんだい

がありますので、公 表
こうひょう

の可否
か ひ

についてはご家族
かぞく

で判断
はんだん

し

てください。 
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■避難者名簿一覧表（運営保管用）参考資料④ 

避難者名簿一覧表 

 世帯主(代表者)の名前 人数 所属町内(自治)会 備考 

１     

２     

３     

４     

５     

６     

７     

８     

９     

０     

１     

２     

３     

４     

５     

６     

７     

８     

９     

０     
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■市への状況報告メモ参考資料⑤ 

市への状況報告メモ 

 

＜連絡内容＞ 

報告日時 年  月  日  時  分 

学区・地区名  

緊急避難場所名  

報告者(責任者)  

相手(市)の名前  

市の連絡先 084-928-1154 

 

＜連絡事項＞ 

避難世帯数 世帯 

避難者数 人 

（男女の数） 男性    人   女性    人 

(要配慮者の数) 人 

その他 

 

 

 

 

 

 

※正時（毎時０分）を目安に状況を確認し、とりまとめてください。 


